
実際にどうやって作ればよい？
どうやって運営すればよい？

①要綱等の作成
②構成員の確定
③会議の開催

形式面

実質面

①構成候補の確認
②情報・意識の共有
③仕組みの具体化

54



石川県「見守りネットワークの
つくり方＆運営マニュアル」

消費者庁「消費者安全確保地
域協議会設置の手引き」
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消費者庁の見守りネットワーク総合情報サイト

★「法令・ガイドライン」や「設置の手引き・事務連絡等」
「最新の優れた取組事例集」「これまで紹介した取組

事例集」なども参照したい。
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■消費者庁新未来創造戦略本部（徳島）

徳島県モデルプロジェクト（板野町）
・令和２年度プロジェクト報告書

→地域の見守り活動への消費生活
協力員・協力団体の活用

→委嘱要領、委嘱状、研修資料
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消費者庁徳島 新未来創造戦略本部
消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)の取組

新未来創造戦略本部「プロジェクト報告書」

１．支援者の「見守る力」及び障がい者の「気づく

力」の向上（R3）

２．地域の見守り活動への消費生活協力員・協力団体

の活用（R3)

３．福祉と消費者被害の見守りの連携（R3）

４．都市部(徳島市)における見守り体制の検討（R4）

５．見守り現場での情報共有の在り方の検討（R5）

６．徳島県から県下市町村への情報の共有（R5）

７．民間企業との協働の検討（R6）

https://www.caa.go.jp/policies/future/project/project_007
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地域協議会・守りネットワークへの抵抗感？

① 「忙しい」
② 「予算もない」
③ 「見守りはできている」
④ 「会議は形骸化するだけ」

どう乗り越える？
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■意義・位置づけを理解してもらう

・福祉行政（権利擁護事業、地域福祉）の意味を持つ

・防犯行政としての意味を持つ（特殊詐欺対策としても有効）
・地域のためにもなる（地域共生社会、消費者市民、ＣＳＲ）

■負担をかけない工夫 ＋その工夫を示す

・実務・現場の人が加わる会議（偉い人の会議は避ける）
・イベント的な催しにする（講演会＋質問会）
・会議の回数を減らす、極力少なくする、短くする
・他の会議を協議会として位置付ける
・類似の会議の開催時に「縦積み開催」「重複開催」をする

１．意義・位置づけを理解してもらう

２．予算はネックではない

■予算はネックにはならない

・多くの自治体が、予算をほとんどかけずに開催している
・地方消費者行政強化交付金などもある
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日弁連第63回人権擁護大会資料
（地域協議会に関する調査報告あり）

インターネットでダウンロード可能
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「首長声明」も効果的！

高松市のHPより 66

例えば、高松では…



見守りネットワーク

個人情報と守秘義務について

見

守

り

者

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

同意を得て
相談に協力する

相談を望まない
場合の対処

同意を得ずに
情報提供

対

応

者

（直接対応）
対応依頼

気づいた情報の提供・取得

協議会構成員 協力団体・協力員

守秘義務あり 守秘義務あり

罰則あり 罰則なし

情報提供できる 情報提供できる

取得もできる 取得はできない

個人情報保護法
（令和３年改正で法律が統合へ）

民間、行政機関、独法、自治体
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68

⚫本人の意向を抜きにして、消費者トラブルを解決す
ることは困難

⚫本人に相談しようという意欲を持ってもらうように対
応することが非常に大切

相談しようという意欲を持ってもらうにはどうしたらよいか？
<1> 決めつけない、ともに考えてみようとする
「一緒に考えてみましょう」「念のために…」

<2> 寄り添う姿勢（慣れないことをする不安の緩和）
「横にいるから消費生活センターに電話してみませんか」

<3> 同じような体験などなどを伝える
「実は私も…」「実は私の知り合いの人でも…」

<4> 社会貢献にもなる
「このままだと同じような被害にあう人が…」etc.

同意を得て
相談に協力する

つなぐ力
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相談を望まない
場合の対処

【本人が相談を望まない場合の対応について】

<1> ひとまず家族や関係機関による見守りを続け
る

<2> その高齢者本人の個人情報には触れずに手
口や事業者名などの情報を提供する

<3> 特定の個人の被害としてではなく一般的な事
例として相談し、消費生活相談員から受けた
解決方法も含めた助言を高齢者本人に伝える

東京都「高齢者の消費者被害防止のための地域におけるしくみづくりガイド
ライン 平成21年度版」24頁より 69



例外規定により
同意を得ずに相談

同意がなくとも個人情報を提供できる場合
（早期の対応が可能となる）

<1> 財産等の保護のために必要であるにもかか
わらず、認知症等で本人が同意できない場合
（個人情報保護法27条1項2号）

<2> 安全確保地域協議会の構成員が協議会の要
請を受けて行う場合（消安法11条の4第3項)

<3> 消費生活協力団体／協力員の委嘱を受けて
いる場合（消安法11条の7第2項）

★個人情報保護法違反や守秘義務違反を気にしなくてもよい
70



安全確保地域協議会

消

費

者

庁

等

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等

同意を得ずに
情報提供

対

応

者

（直接対応）
対応依頼

カモリストの提供・取得

個人情報保護法
（R３年改正で法律が統合へ）

民間、行政機関、独法、自治体

構成員全員に提供
するのではない

地域協議会で個人情報
を扱わないこともできる

地位・資格 罰則

地方公務員 〇

医師・弁護士 〇

社会福祉士等 〇

他の民間団体 ×
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伝える力

読みやすい
分かりやすい
コンパクトな助言
最新の事例

見守り力アップのためのいろいろなアイテム（ツール）

見守り新鮮情報
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見守り力アップのためのいろいろなアイテム（ツール）
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見守り力アップのためのいろいろなアイテム（ツール）
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子ども・若者サポート情報

見守り力アップのためのいろいろなアイテム（ツール）
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配食サービスに利用している例

ＷＥＢ版国民生活の2014年5月号で紹介されている（コープこうべ）

生活協同組合などが
自治体と「地域見守り
協定」を結んで、配食
サービスで、「見守り
新鮮情報」を配布して
いる

見守り力アップのためのいろいろなアイテム（ツール）
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和歌山県警ＨＰより

伝える力

実際に届いたハガキ

実物のインパクト
（地元に届いたも
のならインパクト
もより強くなる）

見守り力アップのためのいろいろなアイテム（ツール）
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実際の詐欺の会話（録音）
大阪府警ＨＰより

伝える力

実際の詐欺師の声

見守り力アップのためのいろいろなアイテム（ツール）
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兵庫県「高齢者見守りカード」（チェックリスト）

気づく力

見守り力アップのためのいろいろなアイテム（ツール）
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つなぐ力

消費者庁「高めよう！『見守り力』」より

見守り力アップのためのいろいろなアイテム（ツール）
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通報シート

愛媛県南予地域「悪質商法被
害防止のための高齢者・障害
者等見守りネットワーク」で
利用されているもの

裏面には、通報先一覧が印刷
されている。

静岡県、新宿区、枚方市など
のネットワークでも利用され
ている

つなぐ力

見守り力アップのためのいろいろなアイテム（ツール）
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簡易マニュアル

愛媛県南予地域「悪質商法被
害防止のための高齢者・障害
者等見守りネットワーク」で
利用。「通報シート」ととも
に配布

つなぐ力

枚方市では、「見守り対応マ
ニュアル」として、「通報
シート」を取り込んだものを
配布している。

簡単に読んで確認できるもの
にしている点がポイント！
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訪問販売お断りステッカー等

伊丹市梅ノ木自治会
堺市

見守り力アップのためのいろいろなアイテム（ツール）

北海道

伊賀市

埼玉県

奈良県 仙台市

新潟県

大分県

島根県
京都弁護士会
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訪問販売お断りステッカー等

徳島市（協議会）

見守り力アップのためのいろいろなアイテム（ツール）

交野市（選択型・協議会）

枚方市（協議会）

大阪弁護士会
（＋リーフレット）

鎌倉市 吉川市

非お断りステッカー系
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迷惑電話対策装置

遮断タイプ（トビラフォン） 録音タイプ（ﾚｯﾂｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ）

（電話機と一体となったタイプのものも販売されている）

★無償で貸し出しをしたり、補助金を出す自治体もある

見守り力アップのためのいろいろなアイテム（ツール）
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長野県警ＨＰより

見守り力アップのためのいろいろなアイテム（ツール）
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見守り力アップのためのいろいろなアイテム（ツール）

87
「警察庁・SOS47特殊詐欺対策ページ」より



長野県警ＨＰより

見守り力アップのためのいろいろなアイテム（ツール）

88



手形ポップ
(大阪府老人クラブ連合会）

見守り力アップのためのいろいろなアイテム（ツール）

89

POSAカード専用封筒
（調布市・調布警察）

「詐欺用」POSAカード
（奈良県・奈良西警察署）



見守り力アップのためのいろいろなアイテム（ツール）

国際電話不取扱受付センター

令和６年１２月中約６割が国際電話番号

警察庁・SOS47 特殊詐欺対策ページより
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見守りハンドブック

消費者庁 東京都

・チェクリストや声掛けの方法などもまとめられている
・協力してオリジナルのものを作ることにも意義がある

91



高めよう！「見守り力」（DVD）
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●担当者や関係者の熱意・共感に依存する面も大きい。

●市の担当者だけでは、情報や時間などの面で、なかなか難しいとこ
ろもある。県や外部団体（消費者団体、弁護士会、司法書士会）と
いった外部の理解や協力も必要！

熱意と支援・協力

■都道府県による支援の重要性

・助言、協力、情報の提供などの支援（消費者安全法8条）
・都道府県の消費者基本計画や地域福祉支援計画への記載
・都道府県の消費者部門から福祉・警察部門への協力要請
・都道府県レベルの団体へ、都道府県から協力要請
・都道府県が市町村の地域協議会のメンバーやオブザーバーになる
こともできる（情報の共有ができる）

★近隣自治体（担当者）との情報交換や連携なども有効
（共通した課題をもっていたり、ノウハウを共有できたりする）

★消費者庁や国民生活センターによる自治体（県を含む）への支援も重要
（市の担当者から問い合わせや助言を求めるものもよいと思う）
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Ａ：目標について …「達成状況」をイメージするとよい

①理念的・抽象的な目標は何か？（会議や委嘱ではない）

②それが達成できている状況はどのようなものか？…充実・広がり・継続

持続と展開に向けたヒント

Ｂ：目標に向かって何をするか？
①目標との関係を意識して手段・過程を考える
②ネットワークの広がり（つながり）を「維持」「拡大」をするには？
③見守り活動を「充実」と「維持」をするためには何をするか？
④使える資源・ノウハウは？ →催し・アイテム・人材・共感作りの手法
※人・組織は、中心で担う人、それを支援する人、全体の参加者の区分を意識
※資料・研修・事例は、実際に使えるかどうかという視点からみる

★地域協議会の存在意義は？（何のためにある？）
→消費者安全法11条の３第１項、なお11条の４

★協力団体・協力員の委嘱の意義は？→消費者安全法11条の７第２項参照

★ＰＤＣＡサイクル（計画→実行→評価→改善）
★計画と指標（インプット→過程→アウトプット→アウトカム）
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お疲れさまでした。
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